
資料３ 【報告事項２】 

 

本市の取組について 
 

 

１ 介護保険制度改正（平成 17 年 10 月実施分）に向けた取組 

 
  平成１７年１０月から，介護保険施設（短期入所を含む）における居住費及び食費

については，保険給付の対象外とされ，利用者の自己負担となる。これに伴い，低所

得の方に対し，サービス利用が困難とならないよう，負担軽減措置が設けられること

となった。 
本市としては，制度改正の趣旨及び内容について，以下のとおり，市民及びサービ

ス事業者等に対して周知を図り理解を求めるとともに，低所得の方の負担軽減措置に

ついて的確に適用できるよう，申請勧奨等の取組を行うこととしている。 
 
 

実施時期 内  容 実施の目的 

７月２７日，２８日 
施設職員に対する説明会の

開催 

施設職員に対し，制度改正の周

知を図るとともに，利用者の負担

軽減措置に係る申請手続の支援を

依頼する。 

８月１９日 
社会福祉法人職員に対する

説明会の開催 

社会福祉法人職員に対し，社会

福祉法人減額制度の内容及び事務

手続について周知を図るととも

に，申請手続の支援を依頼する。 

８月２３日，２５日 
介護支援専門員に対する説

明会の開催 

 介護支援専門員が利用者に対し

制度改正に係る説明を的確かつ円

滑に行えるよう周知を図り，利用

者への支援を依頼する。 

施設入所者等に対する申請

勧奨の実施 

 低所得の方の負担軽減措置が的

確に適用できるよう，該当者に対

し申請勧奨を行う。 
８月下旬 

制度改正に係るリーフレッ

ト（別添資料参照）の作成・配布 

 申請勧奨に同封するとともに，

市役所・支所の窓口や施設に設置

し，市民説明に活用する。 
「市民しんぶん（全市版）」

による周知 
 市民に対し，制度改正の概要及

び趣旨について周知を図る。 
９月 1 日 

⇒ 各区役所・支所における負担軽減措置の申請受付開始 

９月下旬 
高額介護サービス費の利用

者負担上限額の引下げ対象者

へのお知らせ 

 高額介護サービス費の申請勧奨

時に，制度改正の周知を図る。 

 
 
 
 

  
 



  
 

２ 健康づくり情報誌「Health
ヘ ル ス

 Guide
ガ イ ド

 Post
ポ ス ト

」の発行 

（別添資料参照） 
（１）目的 

   「栄養・食生活」や「身体活動・運動」をはじめ 10 分野における改善すべき数値

目標を設定した「京都市民健康づくりプラン」（平成 14 年 3 月策定）をさらに推進す

るため，健康づくりに関する正しい情報を盛り込んだ情報誌を作成した。 

（２）名称 

    「Health
ヘ ル ス

 Guide
ガ イ ド

 Post
ポ ス ト

」―健康への道しるべ― 

（３）内容 

   「京都市民健康づくりプラン」に掲げる健康づくりの１０分野に関して，生活習慣

の改善や生活習慣病に関する正しい情報のほか，京都市民健康づくり推進会議構成団

体の活動状況等を掲載。 

（４）配布 

   場所：各区保健所及び支所健康づくり推進室 

      京都市民健康づくり推進会議構成団体（41） 

       配布協力施設（市内病院，薬局，ドラッグストア及び薬店等） 

    時期：第 1 号（創刊号）平成 17 年 8 月中旬 

       第 2 号（予定） 平成 18 年 2 月中旬 

 

 
 
 

３ 「京都市高齢者虐待事例研究会」の発足 
 （１）研究会設置の背景 

近年，介護疲れ等による介護放棄などの「高齢者虐待」が社会問題化してきており， 

国においては全国的な実態調査が実施され， 対応策の検討が進められているところ

である。 

本市では， このような社会状況を踏まえて， 高齢者が尊厳をもって安心して生活

していける地域社会の構築を目指し，７月に「京都市高齢者虐待事例研究会」を発足

した。 

 （２）研究会の目的 

高齢者の尊厳の保持という観点から， 京都市及び地域の関係機関等の連携により， 

地域における高齢者虐待防止のためのネットワークの形成及びその運用に資する事

業を行い，住み慣れた地域における高齢者の安心した生活の確保を図ることを目的と

する。 

（３）委員構成 

    学識経験者，弁護士，福祉施設関係者，区役所等行政職員他 計１６名 

  ４）今後の予定 

虐待事例の収集，防止策の検討・分析等を行い，今後の組織的な虐待防止の取組指

針となるよう，来年３月を目途に研究内容を取りまとめる。 

 

 

 
 
 
 
 



  
 

４ 「市民すこやかフェア２００５」の開催（別添資料参照） 
（１）開催趣旨 

高齢者をはじめ幅広い世代の市民が，文化活動や様々な催しを通じて交流を深め，

明るく活力のある長寿社会を築き上げていく契機として，高齢者総合福祉イベント

「市民すこやかフェア」を開催する。 
（２）開催テーマ 

「発見！仲間とともにいきいきと」 
（３）開催場所 

京都市勧業館みやこめっせ１階第２展示場（左京区岡崎成勝寺町９番地の１） 
（４）開催日時 

平成１７年９月３日（土），４日（日） 
午前９時３０分～午後４時３０分（開場午前９時） 

（５）イベント内容（抜粋） 
ア 舞台イベント 
○ねんりんピック美術展表彰式 
○各区老人クラブ連合会のコーラス発表，老人福祉センターサークル発表 
○すこやかステージ「京（今日）から始めるいきいき筋力トレーニング」 
○すこやかフロアイベント「すこやか体操」 

イ 展示イベント 
○ねんりんピック美術展（第１９回全国健康福祉祭しずおか大会美術展京都市代表

作品選考会） 
○高齢者の相談コーナー（健康，歯，薬，福祉） 
○コンピューターによる体力診断コーナー 

ウ すこやか健康ウォーク（４日（日）午前８時京都会館中庭において受付開始） 
京都会館中庭をスタートし，みやこめっせをゴールとする約４km のコース。 

エ 講演会 
「しおり１９才の正義感～『ユニバーサルデザイン』を知っていますか～」 
「京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例について」 
「高齢者が悪質商法の被害に遭わないために」 

 
 


